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　規　　　　則　

　京都府立総合社会福祉会館条例施行規則の一部を改正
する規則をここに公布する。

　　令和７年３月14日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第10号

京都府立総合社会福祉会館条例施行規則の一部を
改正する規則

　京都府立総合社会福祉会館条例施行規則（平成７年京
都府規則第10号）の一部を次のように改正する。
　別表第１音響設備の項中「1,630」を「1,850」に、
「1,320」を「1,500」に、「1,120」を「1,270」に改め、
同表映写設備の項を次のように改める。

映
　
写
　
設
　
備

ビデオプロジェクター １ 台 4,760

オーバーヘッドプロジェク
ターＡ １ 台 4,760 スクリーンを含む。

オーバーヘッドプロジェク
ターＢ １ 台 670

スクリーン
を含む。

　別表第１照明設備の項中
「

をホリゾントライト
」

「
に、「1,930」を「2,200」アッパーホリゾントライト
」

に、「270」を「300」に、「2,440」を「2,780」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和７年４月１日から施行する。

規　　　　　則

○京都府立総合社会福祉会館条例施行規則
の一部を改正する規則　 （健康福祉総務課）  149

告　　　　　示

○京都おもいやり駐車場利用証制度実施要
綱の一部を改正する告示　 （地域福祉推進課）  150
○京都府雇用の安定・創出と地域経済の活
性化を図るための企業等の立地促進に関
する条例第３条第１項の規定によりもの
づくり産業等集積促進地域を指定する告
示の一部を改正する告示　 （産業立地課）  154
○保安林の指定予定の通知　 （中丹広域振興局）   〃
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知
　 （　　　〃　　　）  155
○公共測量の実施　 （用地課）   〃
○道路の区域決定　 （丹後土木事務所）   〃
○道路の区域変更　 （山城南土木事務所）  156
○道路の供用開始　
  （山城南土木事務所、丹後土木事務所）   〃
○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供
給の促進に関する法律に基づく住宅確保
要配慮者居住支援法人の指定　 （住宅課）   〃

公　　　　　告

○建設業法に基づく処分　 （指導検査課）  157
○所有者不明土地の収用及び使用について
の裁定申請　 （用地課）   〃
○都市計画法に基づく工事完了　 （乙訓土木事務所）   〃
○建築基準法施行細則に基づく特定通路の
指定　 （山城北土木事務所）  158

選挙管理委員会

○政治団体の設立　   〃
○政治団体届出事項の異動　  159
○政治団体の解散　  160
○政治団体の収支報告書の要旨　   〃
○資金管理団体の指定　  161
○資金管理団体届出事項の異動　  162
○資金管理団体の指定の取消し　   〃

正　　　　　誤

○平成５年９月28日付け京都府公報第482号中　  163
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　告　　　　示　

京都府告示第105号

　京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和７年３月14日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱の一部を改正する告示

　京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱（平成23年京都府告示第429号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１号中「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」に、「第17条第１項」を「第18条第１項」
に、「第18条第１項第３号」を「第19条第１項第３号」に、「定める」を「規定する」に改める。
　第４条第１号中「（昭和45年法律第85号）第２条」を「（昭和45年法律第84号）第２条第１号」に改め、同条中第６号
を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。
　⑸　保護者（親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児若しくは２歳に満たない幼児又は複数の多胎児（３歳
に満たない者に限る。）を現に監護するものをいう。以下同じ。）

　第６条第２項第４号中「第４条第６号」を「第４条第７号」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「第４条
第５号」を「第４条第６号」に改め、同項中同号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。
　⑶　第４条第５号に掲げる者　監護される者が２歳（多胎児にあっては、３歳）に達するまでの期間
　別表第１の２の項中「特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者」を「特定医療費（指定難病）受給者（注
の１）、特定疾患医療受給者（注の２）又は小児慢性特定疾病医療費受給者（注の３）」に改め、同表の４の項中「出産
後12箇月まで」を「産後12箇月までの間にある者」に改め、同表の６の項中「認められる」の右に「者である」を加え、
同項を同表の７の項とし、同表の５の項中「認められる」の右に「者である」を加え、同項を同表の６の項とし、同表
の４の項の次に次のように加える。

５　保護者 乳児又は２歳（多胎児にあっては、３歳）に満た
ない幼児を現に監護していること。

　別表第１に注として次のように加える。
注　１　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）に規定するものをいう。
　　２　特定疾患治療研究事業実施要綱（昭和48年４月17日衛発第242号）に規定するものをいう。
　　３　児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定するものをいう。

　別表第２の２の項中「特定疾患医療受給者票又は小児慢性特定疾患医療受診券」を「特定医療費（指定難病）受給者証（注
の１）、特定疾患医療受給者票（注の２）又は小児慢性特定疾病医療受給者証（注の３）」に改め、同表の６の項中「身
分証明書」を「本人確認書類」に改め、「、保険証」を削り、同項を同表の７の項とし、同表の５の項中「身分証明書」
を「本人確認書類」に改め、「、保険証」を削り、同項を同表の６の項とし、同表の４の項の次に次のように加える。

５　保護者 監護される者の年齢を確認することができる書類（母子健康手帳等）

　別表第２に注として次のように加える。
注　１　難病の患者に対する医療等に関する法律に規定するものをいう。
　　２　特定疾患治療研究事業実施要綱に規定するものをいう。
　　３　児童福祉法に規定するものをいう。

　別記第１号様式中「電話番号」を
「電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　メールアドレス」
に、「車いす使用者用駐車施設」を「車椅子使用者用駐車施設」

に、
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「

」

を

「

」

に、

「

」

を

「

」

に、「希望するステッカー

の大きさ・枚数」を「プラスワン駐車区画数」に、「希望するサイズ及び枚数」を「施設から経路の長さができるだけ
短くなる位置に設けられた、幅2.5ｍ以上3.5ｍ未満の駐車区画を協力駐車場として確保することができる場合に、その
区画数」に、「掲示していない車両が駐車しない」を「掲示している車両が優先して利用することができる」に改める。
　別記第２号様式を次のように改める。
第２号様式（第３条関係）
（その１）車椅子使用者用駐車施設
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（その２）プラスワン駐車区画

　別記第３号様式の（その１）の（裏）中

「

」

を

「

」

に改め、同様式の（その２）の（表）を次のように改める。

　　　　　　　　（表）

　別記第３号様式の（その２）の（裏）中

「

」

を
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「

」

に改める。

　別記第４号様式を次のように改める。
第４号様式（第５条関係）
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国道24号沿道安
田町地区

宇治市のうち安田町五反坪、安田町鵜飼
田及び伊勢田町西遊田（次の図に示す部
分に限る。）

　　　附　則

　この告示は、令和７年３月14日から施行する。

京都府告示第107号

　森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により、
次のとおり保安林の指定をする予定である旨農林水産大
臣から通知があった。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府告示第106号

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例第３条第１項の規定
によりものづくり産業等集積促進地域を指定する告示の
一部を改正する告示を次のように定める。

　　令和７年３月14日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊　

京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図
るための企業等の立地促進に関する条例第３条第
１項の規定によりものづくり産業等集積促進地域
を指定する告示の一部を改正する告示

　京都府雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るた
めの企業等の立地促進に関する条例第３条第１項の規定
によりものづくり産業等集積促進地域を指定する告示
（平成25年京都府告示第161号）の一部を次のように改
正する。
　表大久保地域の項の次に次のように加える。

　別記第７号様式の（裏）中「特定疾患医療受給者及び小児慢性特定疾患医療受給者」を「特定医療費（指定難病）受
給者（注の１）、特定疾患医療受給者（注の２）又は小児慢性特定疾病医療費受給者（注の３）」に、
「

」

を

「

」

に改める。

　　　附　則

（施行期日等）
１　この告示は、令和７年３月14日から施行する。ただし、第２条第１項の改正規定（「第17条第１項」を「第18条第１項」
に改める部分及び「第18条第１項第３号」を「第19条第１項第３号」に改める部分に限る。）は、令和７年６月１日
から施行する。
（経過措置）
２　この告示による改正前の京都おもいやり駐車場利用証制度実施要綱（以下「旧要綱」という。）別記第１号様式、
別記第４号様式及び別記第７号様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の京都おもいやり駐車場利用証
制度要綱（以下「新要綱」という。）のそれぞれの規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用す
ることができる。
３　旧要綱別記第２号様式及び別記第３号様式により作成された案内掲示板及び京都おもいやり駐車場利用証で、この
告示の施行の際現に使用されているものの取扱いについては、新要綱の規定にかかわらず、なお従前の例によること
ができる。
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京都府告示第109号

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用
する同法第14条第１項の規定により、次のとおり公共測
量を実施する旨測量計画機関の長である木津川市長から
通知があった。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　測量の地域
　　木津川市全域
２　測量の期間
　　令和７年２月３日から令和７年３月31日まで
３　測量の種類
　　公共測量（数値地形データ更新）

京都府告示第110号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり決定する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月14日から令和７年３月28日まで縦覧に供する。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　田井大垣自転車道線
３　道路の区域

区　　　　　　　　　間 敷地の幅員 延　長

宮津市字万年小字赤岩1061の２か
ら

宮津市字文珠小字赤岩584の１ま
で

ｍ

最小　 2.3

最大　 4.2

ｍ

544.3

４　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府建
設交通部道路管理課

１　保安林予定森林の所在場所
　　福知山市大江町北原小字大谷8077、8078、8080から
8083まで、8092
２　指定の目的
　　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を京都府
中丹広域振興局農林商工部森づくり振興課及び京都府農
林水産部森の保全推進課において縦覧に供する。なお、
福知山市役所においてその関係書類を閲覧することがで
きる。）

京都府告示第108号

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第29条の規定により、次のとおり保安林の
指定施業要件を変更する予定である旨農林水産大臣から
通知があった。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
　　福知山市（次の図に示す部分に限る。）
２　保安林として指定された目的
　　水源の涵

かん

養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐に係る伐採をすることができる立木は、当

該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計
画で定める標準伐期齢以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹
種

　　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図
面及び関係書類を京都府中丹広域振興局農林商工部森づ
くり振興課及び京都府農林水産部森の保全推進課におい
て縦覧に供する。なお、福知山市役所においてその図面
及び関係書類を閲覧することができる。）
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　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　木津加茂線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

木津川市木津白口45の３から

木津川市鹿背山鹿口23の１地先まで
令和７年３月14日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府山城南土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　田井大垣自転車道線
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

宮津市字万年小字赤岩1061の２から

宮津市字文珠小字赤岩584の１まで
令和７年３月14日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府丹後土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第113号

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関
する法律（平成19年法律第112号）第40条の規定により、
次の法人を住宅確保要配慮者居住支援法人として指定し
た。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１⑴　住宅確保要配慮者居住支援法人の名称及び住所
　　　一般社団法人あんしん生活協議会
　　　西宮市甲子園浦風町３－６
　⑵　支援業務を行う事務所の所在地
　　　相楽郡精華町光台九丁目11番21
２⑴　住宅確保要配慮者居住支援法人の名称及び住所
　　　株式会社７０３
　　　京都市下京区東洞院通五条下る二丁目福島町515
番地

　⑵　支援業務を行う事務所の所在地
　　　京都市中京区室町通御池下る円福寺町342－１　

ＶＯＩＣＥビル21　301室

京都府告示第111号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月14日から令和７年３月28日まで縦覧に供する。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　道路の種類　　府道
２　路　線　名　　木津加茂線
３　道路の区域

区　　　　　間
変更
前後
別

敷地の 
幅　員 延　長 備　考

木津川市鹿背山鹿口20
から

木津川市鹿背山鹿口20
を経て

木津川市木津白口45
（右）まで

前

ｍ

最小　 7.2

最大　 9.3

ｍ

64.9

工事に伴う
仮設道の廃
止

木津川市鹿背山鹿口20
から

木津川市木津白口44の
１（右）を経て

木津川市木津白口45
（右）まで

最小　 4.5

最大　 9.1
51.9

木津川市鹿背山鹿口20
から

木津川市鹿背山鹿口20
を経て

木津川市木津白口45
（右）まで

後
最小　 7.2

最大　 9.3
64.9

木津川市木津白口45
（右）から

木津川市木津白口47
（右）まで

前
最小　 5.3

最大　 6.1
45.3

木津川市木津白口45の
３から

木津川市鹿背山鹿口23
の１地先まで

後
最小　 5.4

最大　 5.6
43.2

４　縦 覧 場 所　　京都府山城南土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第112号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、令和
７年３月14日から令和７年３月28日まで縦覧に供する。
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　　　舞鶴市字境谷小字長兵ェ谷10014番
　⑵　地目
　　　山林
３　裁定申請書の縦覧
　⑴　場所
　　　京都府建設交通部用地課
　　　京都府中丹広域振興局地域連携・振興部総務防災
課（総合案内・相談コーナー）

　⑵　期間
　　　令和７年３月14日から同年３月28日まで
　⑶　時間
　　　午前８時30分から午後５時15分まで
４　異議等の申出
　⑴　申出者及び申し出るべき事項
　　　次に掲げる者は、それぞれに掲げる事項を申し出
るものとする。

　　ア　特定所有者不明土地の所有者、関係人又は準関
係人であって、裁定申請書又は補償金額見積書に
記載された事項について異議のあるもの　当該異
議の内容及びその理由

　　イ　特定所有者不明土地の所有者であって、補償金
額見積書に特定所有者不明土地の確知所有者とし
て記載されていないもの（アに掲げる者を除く。）
　当該特定所有者不明土地の所有者である旨

　⑵　申出の方法
　　　申出者は、３の⑵の期間内に、次に掲げる事項を
記載した申出書にその権原を証する書面を添えて知
事に提出するものとする。

　　ア　申出者の氏名又は名称及び住所
　　イ　当該申出に係る特定所有者不明土地の所在及び

地番
　　ウ　⑴のアに掲げる者にあっては、⑴のアに掲げる

事項
　　エ　⑴のイに掲げる者にあっては、⑴のイに掲げる

事項
５　縦覧期間内に申し出がない場合
　　３の⑵の期間内に異議等の申出がない場合は、法第
32条第１項の裁定をすることがある。

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項に
関する工事が次のとおり完了した。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　工事が完了した開発区域に含まれる地域
　　向日市上植野町御妙林10の１、11の１、12の１、13
の４、13の７、13の８、市有地
　　（関連区域）

　公　　　　告　

　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法
（平成30年法律第49号。以下「法」という。）第27条第
１項の規定による特定所有者不明土地の収用及び使用に
ついての裁定の申請があった。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

１　申請した者の名称及び住所
　　国土交通大臣
　　東京都千代田区霞が関二丁目１番３号
２　特定所有者不明土地の所在、地番及び地目
　⑴　所在及び地番
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　建築基準法施行細則（昭和36年京都府規則第27号）附
則第３項の規定により、特定通路の指定を次のとおり
行った。
　なお、その関係図面は、所管の京都府土木事務所に備
えておく。

　令和７年３月14日
京都府知事　西　脇　　隆　俊　

指定番号 指　定 
年月日

所管土木
事務所名 特定通路の位置

TOK9038
令
 7. 3. 6

京都府山
城北土木
事務所

久世郡久御山町東一口186
の１の先から東一口東島46
の２の先まで

　　向日市上植野町御妙林10の２の一部、12の３の一
部、市有地
２　開発許可を受けた者の住所及び名称
　　向日市上植野町落堀17の１
　　四辻木材興業株式会社

選 挙 管 理 委 員 会

京都府選挙管理委員会告示第８号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により政治団体から届出のあった
政治団体の設立に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

その他の政治団体
　法第19条の７第１項第１号及び第２号に係る国会議員関係政治団体

　国会議員関係政治団体以外の政治団体
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京都府選挙管理委員会告示第９号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条第１項の規定により政治団体から届出のあった政治団体届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部

その他の政治団体
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　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

政治団体の収支報告書の要旨（解散団体分）
（単位　円）

（令和５年分）
さが賢次と語る「市民参加の会」

報 告 年 月 日　　　　 　令和６年12月25日 
（令和６年12月20日解散）

１　収　入　総　額 724,904

　　前 年 繰 越 額 2,750

　　本 年 収 入 額 722,154

２　支　出　総　額 722,154

　　翌年への繰越額 2,750

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 722,154

　　　個　　人　　分 722,154

４　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 722,154

　　　そ　の　他　の　経　費 722,154

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　嵳　峩　賢　次 722,154 福　知　山　市

（令和６年分）
日本維新の会衆議院京都府第４選挙区支部

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 松　井　春　樹
公職の候補者に係る公職の種類　　　　衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和６年11月26日 

（令和６年10月31日解散）
１　収　入　総　額 6,731,422

　　本 年 収 入 額 6,731,422

２　支　出　総　額 6,731,422

京都府選挙管理委員会告示第10号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１
項の規定により政治団体から届出のあった政治団体の解
散に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

政党の支部

その他の政治団体

京都府選挙管理委員会告示第11号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号。以下「法」
という。）第12条第１項及び第17条第１項の規定による
政治団体の収支に関する報告書の提出があったので、法
第20条第１項の規定により、その要旨を次のとおり公表
する。
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公職の候補者に係る公職の種類　　　　 衆 議 院 議 員
資金管理団体の届出をした者の氏名　　松　井　春　樹
資金管理団体の届出に係る公職の種類　衆 議 院 議 員
報 告 年 月 日　　　　 　令和６年11月26日 

（令和６年10月31日解散）
１　収　入　総　額 325,018

　　前 年 繰 越 額 155,000

　　本 年 収 入 額 170,018

２　支　出　総　額 325,018

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 170,000

　　　個　　人　　分 10,000

　　　政 治 団 体 分 160,000

　　そ　の　他　の　収　入 18

　　　一件十万円未満のもの 18

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 33,000

　　　事　務　所　費 33,000

　　政 治 活 動 費 292,018

　　　寄　附　・　交　付　金 292,018

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　年間五万円以下のもの 10,000

　　（政治団体分）
　　京　都　維　新　の　会 160,000 京都市伏 見 区

北近畿の明日をつくる会

報 告 年 月 日　　　　 　令和６年12月23日 
（令和６年12月22日解散）

１　収　入　総　額 165,951

　　前 年 繰 越 額 165,951

２　支　出　総　額 165,951

３　支 出 の 内 訳
　　政 治 活 動 費 165,951

　　　寄　附　・　交　付　金 165,951

さが賢次と語る「市民参加の会」

報 告 年 月 日　　　　 　令和６年12月25日 
（令和６年12月20日解散）

１　収　入　総　額 2,750

　　前 年 繰 越 額 2,750

２　支　出　総　額 0

　　翌年への繰越額 2,750

３　本年収入の内訳
　　寄　　　　　附 2,231,422

　　　個　　人　　分 1,939,404

　　　政 治 団 体 分 292,018

　　 本部又は支部から供与された交付金 
に係る収入 4,500,000

　　　日　本　維　新　の　会 4,500,000

４　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 2,551,506

　　　光　熱　水　費 109,767

　　　備品・消耗品費 431,000

　　　事　務　所　費 2,010,739

　　政 治 活 動 費 4,179,916

　　　組 織 活 動 費 688,064

　　　 機関紙誌の発行 
その他の事業費 3,491,852

　　　　機関紙誌の発行事業費 300,100

　　　　宣 伝 事 業 費 3,191,752

５　寄 附 の 内 訳
　　（個人分）
　　松　井　一　史 700,000 京都市北　　区
　　松　井　春　樹 1,219,404 　〃　　 〃 　
　　年間五万円以下のもの 20,000

　　（政治団体分）
　　 松井はるき後援 
会 292,018 京都市北　　区

自由民主党京都府京都市上京区第二支部

報 告 年 月 日　　　　 　令和６年12月12日 
（令和６年12月11日解散）

１　収　入　総　額 2,644,529

　　前 年 繰 越 額 2,644,529

２　支　出　総　額 2,644,529

３　支 出 の 内 訳
　　経　常　経　費 186,249

　　　事　務　所　費 186,249

　　政 治 活 動 費 2,458,280

　　　寄　附　・　交　付　金 2,458,280

松井はるき後援会

国会議員関係政治団体の区分　　　　　 法第十九条の七
第一項第一号及
び第二号

公職の候補者の氏名　　　　　　　　　 松　井　春　樹

京都府選挙管理委員会告示第12号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の指定に係る事項は、
次のとおりである。
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　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

京都府選挙管理委員会告示第13号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の届出事項の
異動に係る事項は、次のとおりである。

　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　

京都府選挙管理委員会告示第14号

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項第１号の規定により届出のあった資金管理団体の指定の取消
しに係る事項は、次のとおりである。

　令和７年３月14日
京都府選挙管理委員会　　　　
委員長　多　賀　　久　雄　
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正　　　　　誤

　平成５年９月28日付け京都府公報第482号中次のとお
り訂正

ページ 欄 行 誤 正

599 左 下から７ ７の１ ２の１
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